
－裁判所からの配当による払渡請求編－

供託金の払渡請求は、インターネットに接続したパソコンを利用して、専用の「申請用総合ソフト」を使用する方法により、
オンラインで申請することができます。

ここでは、「申請用総合ソフト」を利用したオンライン申請による払渡請求（裁判所からの配当）について御案内します。
是非、御利用を御検討ください。

おすすめの理由

「オンライン申請」による払渡請求で行う電子署名には、 が必要になりますので、取得
の有無について、事前に確認してください（登記された法人の電子証明書は、法務局が発行している
ものになります。）。

また、供託金の受領方法は、 になります。振込先の口座は、請求者本人（請求者が
法人であれば法人名義の口座）に限られ、それ以外の口座を希望される場合は、供託金受領に関する
委任状等が別途必要になります。

注意点

オンライン申請の利用可能時間
 平日 ８時３０分から２１時まで

 ※ 土日祝日・年末年始（12/29～1/3）は御利用いただけません。
※  申請情報が１７時１５分を過ぎて法務局に到達した場合は、その

翌開庁日に受付がされます。
※ システムメンテナンスのため、一時的に利用が停止される場合が

あります。

【電子署名】

作成が完了したら、
電子署名を行い、送
信します。※３

※３ 裁判所からの配当
による払渡請求の場合、
令和４年９月１日から、
裁判所からの証明書
（支払証明書）の添付
が不要になりました。

【供託金の受領】

指定した口座に
供託金が振り込ま
れます。

【国庫金振込通知】

供託金のお支払
いが決定したら審
査完了となり、
「供託金の払渡手
続をした旨の通
知」がオンライン
で送信されます。

お知らせ

【申請情報の作成】

申請用総合ソフ
トをダウンロード
※２ し、申請内容を
作成します。

※２ 初回利用時のみ

【申請者情報登録】

オンライン申請
を利用するために
必要な申請者情報
を登録します。

※１ 

※１ 初回利用時のみ
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① 申請者情報の登録
まず、オンライン申請を行うためには、事前に、「申請者情報」を登録して、「申請者ＩＤ」や「パスワード」等を設定する必要

があります。
「申請者情報」の登録は、「登記・供託オンライン申請システム」サイトのトップページから行ってください。

※ 初回利用時のみ登録が必要です。
 ２回目以降は、登録した「申請者ＩＤ」及び「パスワード」により利用することができます。

２回目以降の御利用の方は、「③ 申請情報の作成」を御覧ください。

インターネット検索サイトで「登記・供託オンライン申
請システム」と検索します。

サイトのトップページを開き、『 初めてご利用になる方
へ 』をクリックします。

1

「登記・供託オンライン申請システム」
サイトのQRコードです。

画面を少し下にスクロールして、『 申請者情報登録』をク
リックします。

利用規約の確認画面が表示されますので、使用許諾
書の内容を御確認いただき、御理解していただいた上
で、『 利用規約に同意する 』にチェックを入れ、右下の
『 進む（申請者情報入力）』クリックしてください。

申請者情報新規入力画面が表示されますので、「申請
者ＩＤ」と「パスワード」を設定し、必要事項を入力し
てください。

なお、「申請者ＩＤ」と「パスワード」はオンライン
申請システムにログインする際には、毎回、入力が必要と
なりますので、大切に管理してください。

必須事項を全て入力したら、画面下部の『 進む（入力内
容確認）』をクリックしてください。



2

申請者情報入力内容確認画面が表示されますので、入力
した内容に間違いがないか確認の上、間違いがなければ
『 進む（本人確認） 』をクリックしてください。

認証情報入力画面が表示されますので、「メールアド
レス」欄に入力したメールアドレス宛てに送付された
「申請者情報登録用 認証情報のお知らせ」メールの本
文に記載された認証情報を入力し、『 登録 』をクリックし
てください。

申請者情報の登録が完了すると、申請者情報登録完了
画面に申請者IDが表示されますので、『 登記・供託オンラ
イン申請システムトップページへ 』をクリックしてください。



② 申請用総合ソフトのダウンロード

申請用総合ソフトのインストール完了後、申請用総合ソ
フトが起動し、「ログイン」画面が表示されます。

ログイン後の手続等については、「③ 申請情報の作成」を
御覧ください。
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トップページ右上の『 申請用総合ソフトダウンロード・手引
書 』をクリックし、移動したページで 『 ダウンロードページ
はこちら 』をクリックします。

申請用総合ソフトのダウンロードのページが表示され
ますので、『ダウンロード（３４．７MB）』をクリックします。

クリックすると申請用総合ソフトのインストールが開
始されます。

（インストール中の画面）



③ 申請情報の作成

ログイン画面が表示されますので、申請者情報登録で設
定した「申請者ＩＤ」と「パスワード」を入力し、『 ＯＫ 』
をクリックします。

デスクトップから 『 申請用総合ソフトのショートカット 』をダブルクリッ
クし、申請用総合ソフトを起動します。

デスクトップにショートカットがない場合は、スタートメニューから
「申請用総合ソフト」を起動します。
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「処理状況表示」画面が表示されますので、『 申請書作
成 』をクリックします。

「申請書作成・編集」画面が表示されます。

「申請様式一覧選択」画面が表示されますので、 ｛供
託」の左横にある  をクリックし、詳細メニューを表示
させます。

更に、 「払渡請求書【署名要】」の左横にある  をクリッ
クし、詳細メニューを表示させ、 『払渡請求書（１）供託金
【署名要】 』を選択し 、『 選択 』をクリックします。
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『 供託所選択 』をクリックすると、選択画面が表示さ
れます。

都道府県選択から『 山口県 』を選択します。
次に、表示された供託所（法務局）の一覧から申請

先の法務局を選択し、 『 設定 』をクリックしてください。

② 供託所の表示

②

①

① 件名

作成する申請書等の件名を入力します。
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【住所又は法人所在地】
郵便番号は、半角文字で入力してください。
請求者の住所又は、法人所在地を省略せずに入力してく

ださい。
登記されている会社・法人の場合は、登記上の所在地を入

力してください。

③ 請求者の住所・氏名

【氏名又は法人名】
供託者の氏名又は、法人名を入力してください。
法人種別は「株式会社」「有限会社」等のように省略せ

ずに入力してください。
登記されている会社・法人の場合は、登記上の会社・法人名

を正確に入力してください。

例 ×  「甲山商事（株）」
   ○  「甲山商事株式会社」

【代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）】
法人代表者の資格及び氏名を入力してください。
登記されている会社・法人の場合は、登記上の資格及び氏

名を入力してください。

例 ×  「社長 甲山太郎」
   ○  「代表取締役 甲山太郎」

代理人による申請の場合は、代理人の住所及び氏名も
入力してください。

③

④ 払渡請求の事由

④

裁判所からの配当による払渡請求の場合、 『 還付 』の『 そ
の他 』を選択し、『 配当 』と入力してください。
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⑥

⑥ 振込先

【預貯金口座名義人（カナ書き）】
 全角カタカナで入力してください。

【金融機関名・店舗名・預貯金の種別・預貯金口座番号】
請求者本人の口座（請求者が法人であれば法人口座）を

入力してください。預貯金の種別は、プルダウンから選択
してください。

預貯金口座番号は、半角数字で入力してください。
供託金の受領を代理人に委任している場合は、代理人の

口座を入力してください。

⑤ 払渡しを請求する供託の表示

⑤

【金融機関コード・店舗コード】
半角数字で入力してください。

【供託番号・元本金額】
供託の金額と供託番号を半角数字で入力してくださ

い（桁区切りのコンマは不要です）。

元号は、プルダウンから選択してください。
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書面で送付する添付書類がある場合は、
チェックをいれてください。※原則、添付
書類はありません。

入力不要

入力不要

「オプション」の「入力支援情報」画面
において、入力支援情報を設定している場
合、設定した情報が初期表示されますので、
必要に応じて修正してください。

連絡先電話番号は、半角数字で入力して
ください。

⑧ 連絡先情報

⑦ 添付する添付書面

⑦

①から⑧までの必要事項を全て入力し終わったら、画
面上部の『 チェック 』 をクリックし、申請書の形式チェッ
クを行います。

形式上の不備がなければ、「エラーはありません。」
のメッセージが表示されるので 『 ＯＫ 』 をクリックして
ください。

入力形式に不備がある場合には、エラー内容が表示
されますので、『 ＯＫ 』をクリックし、該当する項目
を修正してください。

⑧

入力内容のチェック

9



④ 申請情報の作成終了（保存）

申請情報の作成が終了したら、画面上部の『 完了 』 をク
リックします。

保存確認画面が表示されますので、 『 はい(Ｙ) 』 をク
リックします。

過去に申請書を作成したことがあれば、それを再利用
することもできます。

「処理状況表示」画面から再利用する申請書等を選択し、
『 再利用 』をクリックしてください。

再利用元の申請書を反映した「申請書作成・編集」画
面が表示されますので、必要に応じて内容を変更します。

申請情報の再利用

10



⑤ 署名付与
オンラインによる払渡請求は、申請情報の送信の前に署名付与の操作を行う必要があります。
電子署名を行うには、事前に法務局で取得できる電子証明書が必要になります。まだ、取得されていない場合は、「商

業登記電子認証ソフト」で検索の上、取得いただくか、山口地方法務局法人登記部門（℡０８３－９２２－２２９５）までお問
合せください。

「処理状況表示」画面において、電子署名を付与しよう
とする申請書を一覧からクリックして選択し、ツールバー
の『 署名付与 』をクリックします（処理状況が「作成済み
【未署名】」となっていることを確認してください）。 

複数の申請書に一括して署名を付与する場合には、Ctrl
キーを押しながら、対象の申請書をクリックして選択して
ください。

※ 電子署名を付与することができる申請書は、「処理状
況」欄に「作成済み【未署名】」又は「未送信」と表示
されているもののみとなります。

「署名対象申請一覧」画面が表示されますので、「署名
対象申請一覧」欄に、選択した申請書が表示されているこ
とを確認します。

電子署名の付与において利用するメディアによって、
『 ICカードで署名 』又は『 ファイルで署名 』のいずれかを選択
します。

※ 「ファイルで署名」をクリックした場合、「電
子証明書ファイルの選択」画面が表示されますので、
使用する電子証明書を選択し、「開く」をクリック
します。

※ 「ＩＣカードで署名」をクリックした場合、
「ＩＣカード差し込み確認」画面が表示されますの
で、カードリーダーに電子証明書が格納されている
ＩＣカードを差し込み、「ＯK」をクリックします。
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「アクセスパスワード入力」画面が表示されますので、IC
カード又は電子証明書のアクセスパスワードを入力し、『 確
定 』をクリックします。

※ 複数の申請データに署名を付与すると時間がかかる場合
があります。

署名の付与が完了しますと、「署名付与完了」画面が表
示されますので、『 OK 』をクリックします。

「署名対象申請一覧」画面に戻ります。

電子署名を付与する対象として選択した申請書の「状
態」欄の表示が「署名付与完了」であることを確認し、
『 閉じる 』をクリックします。

「処理状況表示」画面に戻ります。

署名の付与をした申請書が署名済みであることを確認しま
す。

また、「情報」欄の右側の「処理状況」欄に「未送信」と
表示されていることも同時に確認します。

※ 署名済みの申請書については、左端の「情報」欄に
「署」のアイコンが表示されます。
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⑥ 申請情報の送信

「処理状況表示」画面を表示します。 

送信する申請書等を処理状況表示画面の一覧からクリックして
選択し、画面上部の『 申請データ送信 』をクリックします。 

複数の申請書等をまとめて送信する場合には、Ctrlキーを押し
ながら、対象の申請書等をクリックして、選択してください。

「送信確認」画面が表示されま
すので、『 ＯＫ 』をクリックしてく
ださい。

「送信前申請一覧」画面が表示されますので、送信する申請書
等の「送信対象」欄をチェックし、『 送信 』をクリックしてくだ
さい。

「送信前申請一覧」に表示された全ての申請書等をまとめて送
信する場合には、「すべて選択」のボタンをクリックすることに
より、一括して「送信対象」欄をチェックすることができます。 

「送信前申請一覧」画面に戻ります。

送信の対象として選択した申請書等の「状態」欄が「送信完
了」と表示されていることを確認後、『 閉じる 』をクリックし、
「処理状況表示」画面に戻ってください。

以上で申請情報の送信手続は終了です。

13
送信はここまでです。次頁以降は送信後の操作や参考事項です。



⑦ 別添ファイルの入力・添付
払渡請求する供託が１３件以上の場合は、別添ファイルを利用して申請情報を作成し、申請する必要があります。

別添ファイル入力支援ツールのダウンロード

供託金が１３件以上の場合

法務省HPが表示されますので、 『 別添ファイル入力支
援ツールをこちらからダウンロードし、インストールしてくださ
い。』をクリックしてください。

「moj.go.jp から 000095418.zip(215KB)を保存しま
すか？」とのメッセージが表示されますので、『 保存 』を
クリックしてください。※メッセージが異なる場合もあり
ます。

保存完了後に表示されるメッセージの『 ファイルを開く 』
をクリックします。

ダウンロードしたファイル（DateMakeSetup.msi）を
ダブルクリックし、別添ファイル入力支援ツールをインス
トールします。

供託オンライン申請 別添ファイル入力支援ツール
セットアップ ウィザード画面が表示されますので、『 次
へ 』をクリックします。

使用許諾契約書を確認し、使用許諾契約の条項に同意す
る場合は「同意する」を選択し、『[次へ 』をクリックします。

インストールの確認画面が表示されますので、『 [次へ 』
をクリックします。

インストールの完了画面が表示されたら、『 閉じる 』を
クリックします。
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払渡請求書入力画面を開き、画面を少し下にスクロール
したところにある『 別添ファイルあり  』にチェックを入れ、
『 ※13件目以降は、ここをクリックして別添ファイルに入力して
ください。 』をクリックします。



別添ファイルの入力

入力データの保存先として、任意のフォルダを選択
し、『 OK 』をクリックします。

フォルダがなければ、 『 新しいフォルダーの作成（N） 』
をクリックして、任意のフォルダを新たに作成してく
ださい。

１３件目以降の供託金について、供託番号と供
託金額を１件ずつ入力します。

１件目を入力後、『 追加 』をクリックし、続け
て２件目を入力することを繰り返し、請求する全
ての供託番号と供託金額を入力してください。

デスクトップのショートカットをダ
ブルクリックし、別添ファイル入力支
援ツールを起動します。別添ファイル
入力支援メニューが表示されますので、
『 継続用紙（供託金払渡請求書） 』をク
リックします。

全て入力した後、『 登録 』をクリックしてくだ
さい。登録確認のメッセージが表示されるので、
『 はい（Y） 』をクリックしてください。

指定した保存先のフォルダに添付用のXML
ファイルが作成されます。

入力したもの
が追加されてい
きます。
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別添ファイルの添付

「添付ファイル一覧」画面が表示されますので、『 ファイ
ル追加 』のボタンをクリックします。

※ 既に申請書にファイルが添付されている場合には、
「添付ファイル一覧」欄に添付済みファイルが表示され
ます。

ファイルを添付しようとする申請書を処理状況表示画面の一覧
からクリックして選択し、『 ファイル添付 』をクリックします。

※ ファイルを添付することができるのは、「処理状況」欄に「作
成中」、「作成済み【未署名】」又は「未送信」と表示されて
いる申請書のみです。

「添付ファイルの選択」画面が表示されますので、添付
するファイルをクリックして選択し、『 開く 』をクリックします。
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「添付ファイル一覧」画面に戻りますので、「添付ファ
イル一覧」欄に選択したファイルが表示されていることを
確認します。

添付するオンラインデータの確定後、『 保存 』をクリッ
クし、申請書に添付ファイルを添付します。

「処理状況表示」画面に戻ります。

選択した申請書に、選択した添付ファイルが添付されていることを確認
し、作成した申請情報を送信します。

送信の方法は、「④ 申請情報の作成」と同じです。

※ 添付ファイルは、画面右下の「添付ファイル一覧」のボックスに表示
されます。また、ファイルが添付された申請書については、左端の「情
報」欄にクリップのアイコンが表示されます。

17



⑧ 処理状況確認
到達確認、国庫金振込通知の確認 等

ログイン後、「供託」のタブを選択し、供託申請に
関する「処理状況表示」画面を表示させます。

処理状況照会画面が表示され、取得可能な情報があ
る場合は、取得可能情報欄にアイコンが表示されます
ので、確認したい情報のアイコンをクリックします。

申請情報送信後の進捗状況は「処理状況表示」画面から確認することができます。
※画面は、供託申請のものですが、払渡請求でも操作方法は同じです。

【到達】

申請情報が法務局に到達したことを確認します。

【お知らせ】

国庫金振込通知等の法務局からのお知らせを確認
します。

【補正】

法務局からの補正（修正）のお知らせを確認しま
す。

【納付】【公文書】

払渡請求では使用しません。

画面右上の「更新」のアイコン
をクリックすることで、申請した
手続の最新の処理状況等の情報を
取得することができます。

送信した申請情報が法務局に到達していることを確認
するには、「処理状況表示」画面から『 到達 』をクリック
します。

到達通知の内容が表示されますので、申請データが登
録されたことを確認してください。

申請情報が法務局に到達した後は、法務局において申
請内容の審査が行われます。申請内容に問題がなければ、
審査終了後、法務局から「国庫金振込通知」が送信され
ますので、それまでの間、しばらくお待ちください。

法務局で供託金のお支払いが決定すると処理状況が
「審査完了」となり、法務局から「国庫金振込通知」 
（供託金の払渡手続をした旨の通知）がオンラインで送
信されます。

「国庫金振込通知の」の受信を確認するには、「処理
状況表示」画面から『 お知らせ 』をクリックしてください。

「国庫金振込通知」が送信された翌日に指定した口座
に供託金が振り込まれます。
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⑨ 補正（法務局からの修正連絡）

法務局での審査の結果、申請内容等に補正（修正）が必要な場合は、法務局から補正のお知らせが送信されます。
※画面は、供託申請のものですが、払渡請求でも操作方法は同じです。

オンライン申請を行った申請書の補正の有無は、「処理
状況表示」画面で確認します。

補正がある場合には、「処理状況」欄が「審査中（補正
待ち）」となっています。

申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面から、補正の
お知らせを表示する対象の申請書の『 補正 』ボタンをク
リックします。

補正のお知らせを表示する対象となるのは、「処理状
況」欄が「審査中（補正待ち）」以降の申請となります。

「補正のお知らせ」画面が表示されますので、補正のお
知らせを選択し、補正の内容を確認します。

内容を確認した後、 『 閉じる 』をクリックします。

補正・補正後の申請情報の再送信

申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面から、補正書
を作成する対象の申請書を選択し、 『 補正 』をクリックし
ます。
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補正書作成用の「申請書作成・編集」画面が表示されま
す。

件名に「【補正】（補正対象の申請書の件名）」と表示さ
れていることを確認し、補正のお知らせで修正を指示され
ている項目を修正します。

「処理状況表示」画面に戻りますので、件名に【補正】と付された補
正書が表示されていることを確認し、作成した補正書を送信します。

送信の方法は、「⑤ 申請情報の送信」と同じです。

修正が完了したら、補正書の形式チェックを行った後、補正書の作成
を完了します。

形式チェックと補正書の作成の完了の方法は、「③ 申請情報の作成」
「④ 申請情報の作成終了（保存）」と同じです。

⑩ お問合せ先

供託の申請内容については、申請先の法務局

へお問い合わせください。

 ■  申請内容・方法の事前相談
 ■  申請書への入力内容や書き方が分からない

等

 山口地方法務局

供託課 〒７５３－８５７７ 山口市中河原町６－１６

   電話 ０８３－９２２－２２９５

周南支局 〒７４５－０８２３ 周南市周陽２丁目８－３３

  電話 ０８３４－２８－０２４４

萩支局 〒７５８－００７４ 萩市平安古町５９９－３

電話 ０８３８－２２－０４７８

岩国支局 〒７４１－００６１ 岩国市錦見１丁目１６－３５

電話 ０８２７－４３－１１２５

下関支局 〒７５０－００２５ 下関市竹崎４丁目６－１

電話 ０８３－２３４－４０００

宇部支局 〒７５５－００４４ 宇部市新町１０－３３

  電話 ０８３６－２１－７２１１

■ システムにログインができない 等

オンライン申請の入力・操作方法につい
ては、サポートデスクにお問い合わせくだ
さい。

登記・供託オンライン申請システム

操作サポートデスク

＜お問合せ時間＞

月曜日から金曜日まで
８時３０分から１９時００分まで

＜お問合せ電話番号＞

  050ビジネスダイヤル
０５０－３７８６－５７９７

  050ビジネスダイヤルを御利用いただけない
場合（IP電話番号）

０５０－３８２２－２８１１
又は

０５０－３８２２－２８１２
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